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高浜発電所第 2号機原子力発電工作物に係る

使用前検査申請書の記載内容変更にっいて

2019年 7月 9日 付け関原発第 144号で申請 (2019年 10月 17日 付け関原発第3

11号で申請書の記載内容変更)しました高浜発電所第 2号機原子力発電工作物に係る使用

前検査申請書の記哉内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関す

る命令第19条第3項の規定により提出いたします。



別紙

1.使用前検査申請書

高浜発電所第 2号機

使用前検査申請書番号

関原発第 144号 (2019年 7月 9日 )

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第311号 (2019年 10月 17日 )

2.変更内容及び理由

2.1 使用前検査申請書

(変更祠

2019年 7月 9日付け関原発第 144号及び

2019年 10月 17日付け関原発第 311号の申請書記載事項

(変更後)

原子力発電工作物の概要

高浜発電所第 2号機 原子力設備

工事計画の認可番号及び認可年月日

原規規発第1904256号、20181005保第3号

平成 31年 4月 25日

原子炉等規制法第43条の3

の11第 1項の検査のための

申請 を した 場 合 は 、

そ  の  年  月  日

2019年  7月  9日
2019年 10月 17.日

原子力発電工作物の概要

高浜発電所第 2号機 原子力設備

原子炉冷却系統設備

工事計画の認可番号及び認可朝 日

原規規発第1904256号、20181005保第3号

平成 31年 4月 25日

原規規発第1910243号く20191017保第3号

令和元年 10月 24日



原子炉等規制法第43条の3

のH第1項の検査のための

申請 を した 場 合 は 、

そ  の  年  月  日

2019オ手  7月  9日
2019年 10月 17日
2019年 11月 12日

2.2添 付資料-1工 事の工程に関する説明書

添付資料 1のとおり         
｀

2.3添付資料-2工事の工程における放射線管理に関する説明書

添付資料2の とおり

変更理由

工事計画の認可に伴い、原子力発電工作物の概要、工事計画の認可年月日及び認可番号

を追記する。

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の 11第1項の検査のための申請をした場合は、その

年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>            、

添付資料1:「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

添付資料2:「工事の工程における放射線管理に関する説明書」変更前後比較



(変更前 )

添付資料 1

(添付資料〒 1)

工事の工程に関する説明書

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・J陛能検査

2021年
6月

一

5月

一

4月3月

▲

子検査 (工号 ;

2月

△ :

険査 (一号 )

使用稿

1月

使用前

2020年

1、 2月

一

|

|

4月3月

年 月

項 目

原子炉冷却系統設備

原子炉格納施設



(変更後)

(添4揺割針-1)

工事の工程に関する説明書

△ 材料検査、寸法検査、夕隣 査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・1雌

2021年
6月

一

5月

一

4月3月

▲

礎   (五号)

2月

△

オ父査 ←〕

イ吏用 F

1月

使用百

2020年

4月 12月3月

一

年月

項 目

原子炉冷却系統設備

計測制御系統設備

原子炉格納施設



添付資料 2

(変更詢

(添付資料-2)

工事の工程における放射線管理に関する説明書

1. 検査に伴う放射線管理        ′

(1)検査に係る作業区域の区画及び汚染拡大防止

管理区域内においては、表面汚染密度等の環境条件に応じて、適切な区画、汚染拡大防止策を行い、

立ち入る場合は必要により防保護具を着用する。

(2)検査中の放射線管理                          、

検査中イ        が、検査を行う者に姑して適切な被ばく′部致野子う。

(3)個人被ばく管理                        .
被ぼく線量はガラスバッジ及び警報付デジタル線量計を用いて測定すると

2.検査場所の区域区分

2ヂ封幾

2手封幾

(1)汚染区分  |

A区域 汚染のおそれのない区域

B区域 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規Rll等の規定に基づく線量限度等を定め

る告示 (平成27網月31日 原子力規制委員会告赤瞬烙→謝 イこ定める表面密度限度及び放射

孵 の呼吸する空気中の放始l生物質の濃度限度を超えるおそれのない区域

(2)縫 当塁辞車乳分

1区域 0。 l mSv/h以下の区域

2区域 0.l msv/hを超え(l msv/h以下の区域

3.管理区競倹査場所図

丹I鰺照



男可紙

管理区域検査場所図



(変更後)

縣湘資料-2)

工事の工程における放射線管理に関する説明書

1. 検査1こ伴う湖耕臼争里

(1)検査に係る作業区域の区画及び汚染拡大防止                       ・

管理区域内においては、表面汚染密度等の環境条件に応じて、適切な区画、汚染拡大防止策を行い、

立ち入る場合は必要により防保護具を着用する。          1
(2)検査中の放射線管理

検査中は放射線管理専任者が、検査を行う者に射して適切な被ばく管理を行う。

(3)個人被ばく管理

被ばく線量はガラスバッジ及び警報付デジタル線量計を用いて測定する。

2.検査場所の区域区分

2彊跡畿

2堤射幾

(1)汚染区分     '
A区域 汚染のおそれのない区域

B区域 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する大兄Rll等の規定に基づく線量限度等を定め

る告示 (平成27籍月31日 原子力規制委員会告示鉾ほ→∋ 1こ定める表面密度限度及び放射

1線業務従事者の呼吸する空気中の放射l生物質の濃度限度を超えるおそれのない区域

(2)腫 当握辞韓登分

1'区域 0,l msv/h以下の区域

2区域 0。 l mSv/hを超え、l msv/h以下の区域

3.管理区域検査場所図

別紙参照



月町紙

管理区域検査場所図


